
安芸市国民保護計画 新旧対応表 

新 旧 

（表紙） 
（平成３０年６月１日改定） 

 
（目次） 

 
（Ｐ６） 

○関係機関の連絡先 

名  称 所在地 電話 備考 

国土交通省土佐国道事務所 

奈半利国道出張所 
安芸郡奈半利町乙1419-9 0887-38-4414  

安芸森林管理署 安芸市川北乙1773-6 0887-34-3145  

陸上自衛隊高知駐屯地 

第５０普通科連隊 
香南市香我美町上分3390 

0887-55-3171 

（内237） 
 

安芸福祉保健所 安芸市矢の丸1-4-36 0887-34-3175  

安芸土木事務所 安芸市矢の丸1-4-36 0887-34-3135  

安芸農業振興セン�ー 安芸市矢ノ丸1-4-36 0887-34-4501  

安芸林業事務所 安芸市矢ノ丸1-4-36 0887-34-1181  

安芸警察署 安芸市矢ノ丸2-9-2 0887-34-0110  

高知県危機管理課 高知市丸ノ内1-2-20 088-823-9018  

四国電力㈱安芸営業所 安芸市矢ノ丸2-6-10 0887-35-4175  

ＮＴＴ西日本㈱高知支店 高知市帯屋町2-5-11 088-821-4144  

土佐あき農業業同組合 安芸市幸町1-16 0887-34-1515  

(一社)安芸郡医師会 

安芸地区医師会 
安芸市庄之芝町1-46 0887-35-4722  

(一社)高知県LPガス協会 

安芸支部 
安芸市本町2-10-26 中谷商店内 0887-35-2939  

日本赤十字社高知県支部 

安芸市赤十字奉仕団 
安芸市寿町2-8 安芸市社会福祉協議会内 0887-35-2915  

（表紙） 
（平成２２年１月修正） 

 
（目次） 

 
（Ｐ６） 

○関係機関の連絡先 

名  称 所在地 電話 備考 

国土交通省 

奈半利国道出張所 
安芸郡奈半利町乙1419-9 38-4414  

安芸森林管理署 安芸市川北乙1773-6 34-3145  

自衛隊 善通寺市南町2-1-1 
0877-62-2311 

（内537） 
 

安芸福祉保健所 
安芸市矢の丸1-4-36 

安芸総合庁舎 
34-3175  

安芸土木事務所 安芸市矢の丸3-348 34-3135  

安芸農業振興セン�ー 安芸市矢ノ丸1-4-36 安芸総合庁舎 34-4501  

安芸林業事務所 安芸市矢ノ丸1-4-36 安芸総合庁舎 34-1181  

安芸警察署 安芸市矢ノ丸2-9-2 34-0110  

高知県危機管理課 高知市丸ノ内1丁目-2-20 088-823-9018  

安芸市教育委員会 安芸市矢ノ丸1-4-40 35-1021  

安芸市消防本部 安芸市矢ノ丸3-1-33 34-1244  

安芸市消防団         〃     〃  

安芸市役所総務課 安芸市矢ノ丸1-4-40 356-1000  

  〃  建設課         〃 35-1014  

  〃  農林課         〃 35-1016  



新 旧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（Ｐ７） 

（1） 位置及び面積 
（中略） 
面積は、317.21k ㎡である。 

 
（Ｐ８） 

（３）気  候 
平成 29 年は、平均気温 17.3 度、最低気温－2.3 度、最高気温 34.6 度、

降水量 1,702 ㎜となっている。 
（４） 人口分布 

本市の人口は、平成 27 年度国勢調査によれば 17,577 人であり、人口の
推移は依然減少傾向である。 

世帯数は、7,604 世帯で、一世帯当たりの人員は、2.3 人である。特に、
山間部は、過疎化と平行して高齢化が進んでいるため、自然災害を含めて、被
災時の応急対応に留意する必要がある。 

 
 
 

安芸市社会福祉協議会 安芸市寿町2-8 0887-35-2915  

 
（Ｐ７） 

(1) 位置及び面積 
（中略） 
面積は、317.34k ㎡である。 

 
（Ｐ８） 

（３）気  候 
平成 20 年は、平均気温 17.２度、最低気温－１.８度、最高気温 3２.８度、

降水量 2,182 ㎜となっている。 
（４） 人口分布 

本市の人口は、平成１７年度国勢調査によれば 20,349 人であり、人口の推
移は依然減少傾向である。 

世帯数は、8,065 世帯で、一世帯当たりの人員は、2．5 人と減少している。
特に、山間部は、過疎化と平行して高齢化が進んでいるため、自然災害を含め
て、被災時の応急対応に留意する必要がある。 

 
 

  〃  商工観光水産課         〃 35-1011  

  〃  上下水道課 安芸市矢ノ丸3-1-31 35-6875  

  〃  福祉事務所 安芸市矢ノ丸1-4-40 35-1009  

  〃  市民課         〃 35-1001  

  〃  環境課         〃 35-1023  

四国電力安芸営業所 安芸市矢ノ丸2-6-10 35-4175  

ＮＴＴ西日本高知支店 高知市帯屋町2-5-11 088-821-4144  

土佐あき農業業同組合 安芸市幸町1-16 34-1515  

安芸地区医師会 安芸市土居1976-4 安芸クリニック 35-3575  

（社）高知県LPガス協会 

安芸支部 

安芸市河北新町甲1631 

高知日商プロパン（株）安芸営業所 
35-3634  

安芸市日赤奉仕団 安芸市矢ノ丸1-4-40 福祉事務所 35-1009  

安芸市社会福祉協議会 
安芸市寿町2-8 

〈総合社会福祉セン�ー内〉 
35-2915  



新 旧 

（Ｐ１１） 
・ダーティボムは、核兵器に比して小規模であるが、爆薬による爆発の被害と

放射能による被害をもたらすことから、これらに対する対処が必要となる。 
 
・核攻撃等においては、避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含

む。）の避難退域時検査及び簡易除染その他放射性物質による汚染の拡大を
防止するため必要な措置を講じる必要がある。 

 
（Ｐ１４） 

※【市の各課所等における平素の業務】 

  部局名  平素の業務 

危機管理課 

・国民保護協議会の運営に関すること 

・市国民保護対策本部に関すること 

・避難実施要領の策定に関すること 

・物資及び資材の備蓄等に関すること 

・国民保護措置についての訓練に関すること 

総務課 

・安否情報の収集体制の整備に関すること 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること 

・特殊標章等の交付等に関すること 

福祉事務所、 

市民課 

・避難施設の運営体制の整備に関すること 

・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関

すること 

・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること 

環境課 ・廃棄物処理に関すること 

建設課、農林課、 

上下水道課 
・復旧に関すること 

消防本部 
・武力攻撃災害への対処に関すること（救急・救助を含む。） 

・住民の避難誘導に関すること 

※ 国民保護に関する業務の総括、各課所等間の調整、企画立案等については、危機管理課の国民

保護担当責任者が行う。 

 
 
 

（Ｐ１２） 
・ダーティボムは、核兵器に比して小規模であるが、爆薬による爆発の被害と

放射能による被害をもたらすことから、これらに対する対処が必要となる。 
 

 
 
 
 
（Ｐ１５） 

※【市の各課所等における平素の業務】 

  部局名  平素の業務 

まちづくり課 

・国民保護協議会の運営に関すること 

・市国民保護対策本部に関すること 

・避難実施要領の策定に関すること 

・物資及び資材の備蓄等に関すること 

・国民保護措置についての訓練に関すること 

総務課 

・安否情報の収集体制の整備に関すること 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること 

・特殊標章等の交付等に関すること 

福祉事務所、 

市民課 

・避難施設の運営体制の整備に関すること 

・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関

すること 

・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること 

環境課 ・廃棄物処理に関すること 

建設課、農林課、 

上下水道課 
・復旧に関すること 

消防本部 
・武力攻撃災害への対処に関すること（救急・救助を含む。） 

・住民の避難誘導に関すること 

※ 国民保護に関する業務の総括、各課所等間の調整、企画立案等については、まちづくり課の国

民保護担当責任者が行う。 

 
 
 



新 旧 

（Ｐ１６） 
【市対策本部長、市対策副本部長及び市対策本部員の代替職員】 

 
（Ｐ26） 
(1) 市における訓練の実施 

市は、近隣市町村、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置に
ついての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリ
オ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、高知海上保安部、自
衛隊等との連携による、ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓
練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練
等について、人口密集地を含む様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機
材や様々な情報伝達手段を用いるなど実践的なものとするよう努める。 

 
（P７１） 
(3) 安定ヨウ素剤の服用 

市長は、安定ヨウ素剤の予防服用の実施等については、地域防災計画の定めの
例により行う。 

 
 
 
 
 
（P７８） 
(2) 廃棄物処理対策 

①  市は、地域防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物対策指針」（平成３０年３
月環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室）等を参考としつつ、廃棄物
処理体制を整備する。 

名  称 代替職員（第1順位） 代替職員（第2順位） 代替職員（第3順位） 

本部長（市長） 副市長 教育長 危機管理課長 

副本部長（副市長） 教育長 危機管理課長 ― 

本部員（所属長等） 課長補佐等 ― ― 

（Ｐ１７） 
【市対策本部長、市対策副本部長及び市対策本部員の代替職員】 

 
（Ｐ26） 
(1) 市における訓練の実施 

市は、近隣市町村、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置につ
いての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ
作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、高知海上保安部、自衛隊
等との連携を図る。 

 
 
 
 
（P７１） 
(3) 安定ヨウ素剤の配布 

市長は、安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素
の放出又はそのおそれがある場合には、国の対策本部長による服用時機の指示に
基づき、県やその他の関係機関と協力して住民に安定ヨウ素剤を配布し、服用を
指示するほか、事態の状況により、その判断に基づき服用すべき時機の指示その
他の必要な措置を講ずる。 

 
 
（P７７） 
(2) 廃棄物処理対策 

①  市は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物対策指針」（平成１０年厚
生省生活衛生局作成）等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。 

名  称 代替職員（第1順位） 代替職員（第2順位） 代替職員（第3順位） 

本部長（市長） 副市長 教育長 まちづくり課長 

副本部長（副市長） 教育長 まちづくり課長 ― 

本部員（所属長等） 課長補佐等 ― ― 

 


